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１ 募集要項等の定義 

多可町（以下「発注者」という。）は、令和７年４月から多可町学校給食セン

ター（以下「給食センター」という。）において、調理等業務を委託する業者 

(以下「受注者」という。）の選定を行う。 

学校給食調理等の業務を委託する業者の決定にあたっては、調理等業務の安全

性、安定性を確保するため、公募型企画提案方式（プロポーザル方式）を採用す

る。 

本募集要項は、多可町学校給食センター調理等業務委託（以下「本業務」とい

う。）に係る実施に関して必要な事項を定めたもので、本募集要項に併せて配布

する次の資料も本募集要項と一体の資料とし、これらの資料を含めて｢募集要項

等｣と定義する。 

 

 

要求水準書：発注者が業者に要求する具体的なサービスの最低水準を示すもの 

 

様式集：提案書等関係書類の作成に使用する様式を示すもの 

 

 

２ 業務の概要 

⑴ 業務名      多可町学校給食センター調理等業務委託 

⑵ 履行場所の概要  「要求水準書」のとおり 

⑶ 業務内容     「要求水準書」のとおり 

⑷ 履行期間     令和７年４月１日から令和12年３月31日まで（５年間） 

           ただし、委託契約締結の日から令和７年３月31日までを 

           業務委託の準備期間とし、町と協議の上、委託事業者の 

           負担において委託業務開始までに万全な体制を整えるも 

           のとする。 

⑸ 見積限度額    令和７年度から令和11年度限度額 
 

金 ３５５,０００,０００円 （５年間） 
 

※ 消費税及び地方消費税相当額を含まない。 

※ 令和７年度から令和11年度の債務負担行為として設定する。 

 

３ 多可町学校給食センター調理等業務委託業者選定委員会 

多可町学校給食センター調理等業務委託受託業者の選定を厳正かつ公平に行

うため、多可町学校給食センター調理等業務委託業者選定委員会（以下「選定

委員会」という。）を置くこととする。 

 

４ 参加資格業者の要件等 

⑴   参加資格業者要件 

本業務の業者選定に参加する業者（以下「応募業者」という。）は、次の要

件を満たさなければならない。 

① 法人格を有し、本業務を円滑に遂行できるよう、安定的かつ健全な財政能

力を有していること。 
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② 平成29年度以降、地方公共団体が設置するドライシステムの学校給食セン

ター１施設で１日2,000食以上の調理等業務の経験を有し、かつ、同規模以

上の学校給食センターにおける調理等業務の委託契約を現在も締結している

こと。 

③ 文部科学省が定める「学校給食衛生管理基準」に基づき、本業務を遂行で

きること。 

④ 町の入札参加資格者名簿に登録されている者又は参加表明書提出時までに 

 当該名簿に登録が予定される者であること。ただし、参加表明書提出時まで

に当該名簿に未登録の者については失格とする。 

⑤ 町内又はその近郊（兵庫県内又はその近隣で概ね２時間以内に駆け付けら

れると判断できる場所）に本社、支社、営業所等を本業務の受注開始までに

設置し、緊急時に迅速に対応できるような体制がとれること。 

⑥ 製造物責任（ＰＬ）法に基づく製造物責任、その他の製造物の欠陥による

製造業者等の損害賠償の責任に係る生産物賠償責任保険又は食品衛生協会加

入者による食品賠償共済に加入していること。 

⑦ 受注に当たり、地元雇用に努めること。 

⑧ 契約締結時点で①、②、③、⑥及び⑦の要件を満たす履行保証人を確保す

ること。 

⑵ 応募業者の制限 

 次のいずれかに該当する者は、応募業者になることはできない。 

① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する

者 

② 国、県及び町等の地方公共団体において指名停止期間中である者 

③ 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て、会社更

生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てがなさ

れている者（会社更生法の規定による更正計画認可又は民事再生法の規定に

よる再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

④  国税及び地方税（消費税及び地方消費税並びに法人市町村民税、固定資産

税及び事業所税等）を滞納している者 

⑤ 過去３年以内に学校給食調理業務又は大量調理施設業務において食品衛生

法（昭和22年法律第233号）の営業停止処分を受けた者 

⑥ 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない

者 

⑦ 次に掲げる者が、支配人、無限責任社員、取締役、監査役若しくはこれら

に準ずべき地位に就任し、又は実質的に経営等に関与している者 

ア  選定委員会の委員 

イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団員ではない

が、同条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関係を持

ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者若しく

は暴力団に資金及び武器を配給する等して、その組織の維持及び運営に協

力し、若しくは関与する者 

⑶ 参加資格の確認 

応募業者の参加資格の確認は、参加表明書等の提出を基準とする。 
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ただし、参加資格確認後から審査結果の決定日までに応募業者の備えるべ

き要件を欠くような事態が生じた場合は、失格とする。 

⑷ その他 

① 町が提示する質疑への回答書は、募集要項等と一体のものとして、同等の

効力を有するものとする。 

② 募集要項等に定めるもののほか、応募にあたって必要な事項が生じた場合

には、応募業者に通知する。 

 

５ 業者募集等のスケジュール（案） 

NO 事  項 日  程 

① 業者募集公告 令和６年９月30日（月） 

② 募集要項等の公表 令和６年９月30日（月）～ 

③ 現場視察の申込期限 令和６年10月７日（月） 

④ 現場視察の受入 令和６年10月９日（水） 

⑤ 
参加表明書(兼参加資格審査申請書)に関する

質問書の提出期限 
令和６年10月11日（金） 

⑥ 
参加表明書(兼参加資格審査申請書)に関する

質問書への回答 

令和６年10月17日（木） 

予定 

⑦ 
参加表明書(兼参加資格審査申請書)提出の期

限 
令和６年10月23日（水） 

⑧ 参加資格審査結果通知書の送付 
令和６年10月30日（水） 

予定 

⑨ 提案書等関係書類に関する質問書の提出期限 令和６年11月１日（月） 

⑩ 提案書等関係書類に関する質問書への回答 
令和６年11月７日（木） 

予定 

⑪ 提案書等関係書類の提出受付（一次審査） 
令和６年11月７日（木）～ 

令和６年11月13日（水） 

⑫ 

一次審査（書類審査）結果及び二次審査（プ

レゼンテーション及びヒアリング）参加資格

通知 

令和６年11月中旬予定 

⑬ 二次審査の実施 令和６年11月下旬予定 

⑭ 優先交渉権決定の通知 令和６年12月上旬予定 

⑮ 業務委託契約の締結 令和６年12月中旬予定 

※ ただし、窓口応対時間は、上記期間のうち閉庁日を除く日の午前８時30分から

正午まで及び午後１時から午後４時45分までとする。 

※ スケジュールは変更する場合があるものとする。 

 

６ 募集要項等の公表 

⑴ 公表方法 

本業務に関する募集要項等の資料は、多可町のホームページからダウンロー

ドすること。 

http://www.town.taka.lg.jp 

⑵ 募集要項等の公表 令和６年９月30日（月）～ 

⑶ 公表書類 

① 多可町学校給食センター調理等業務委託募集要項 
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② 多可町学校給食センター調理等業務委託様式集（募集要項） 

③ 多可町学校給食センター調理等業務委託要求水準書 

④ 多可町学校給食センター調理等業務委託業者選定基準 

 

７ 現場視察 

募集要項等に対する説明会等は実施しない。ただし、現場の視察は受け入れる

ものとする。 

視察を希望する場合は、令和６年10月７日（月）午後４時45分までに、電子メ

ールで申し込むこと（様式第18号）。 

⑴   視察受入期間 

令和６年10月９日（水） 

視察の受入時間は、上記のうち午後４時00分から午後６時00分までとし、視

察時間は30分程度とする。 

⑵ 申込先 

〒679-1114 

兵庫県多可郡多可町中区岸上220番地 

多可町教育委員会教育総務課多可町学校給食センター 

電話0795-30-2101 

FAX 0795-30-2102 

e-mail:takakc@town.taka.lg.jp 

⑶ 留意事項 

 ① 視察の受け入れ時間は、調整の上、事務局から電子メール等で連絡する。 

② 参加人数は、１業者につき３人までとする。 

③ 当該申し込み時には、参加者全員の検便検査結果を添付すること。 

④ 現場視察では、原則として本募集要項等を配布しないので各自持参のこと。 

⑤ 白衣、帽子、靴（非汚染区域・汚染区域と分けること）を持参すること。 

なお、現場視察では、募集要項等に関する質疑は一切受け付けない。 

 

８ 参加表明書(兼参加資格審査申請書)に関する質問書の受付及び回答 

⑴ 質問書（参加資格審査関係書類）（様式第５－１号）により、多可町教育委

員会教育総務課多可町学校給食センターまで電子メールで提出すること。 

※ 提出先：takakc@town.taka.lg.jp 

※ 内容を簡潔にまとめて記載すること。 

なお、原則として、持込み又は郵送による書類、口頭、電話等による質疑は、

受け付けない。質疑受付の終了時刻に関しては、受付場所における着信主義と

し、受理しているかどうかの判断は、事務局が行うものとする。 

ただし、当該質疑に関する質問者からの電話による受信確認の連絡は、受け

付けるものとする。 

⑵   提出期限 

令和６年10月11日（金）午後４時45分までとする。 

⑶   質問に対する回答 

令和６年10月17日（木）午後４時45分頃（予定）に、回答する。 

なお、質問への回答書は、募集要項等の追加又は修正とみなす。 

９ 参加表明書(兼参加資格審査申請書)の提出 

応募業者は、様式第１号に掲げる書類を次により提出すること。 
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⑴   提出期限 

令和６年10月23日(水)午後４時45分まで 

受付時間は、上記期間のうち閉庁日を除く日の午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後４時45分までとする。受付の終了時刻に関しては、受付場

所における着信主義とし、受理しているかどうかの判断は、事務局が行うもの

とする。 

⑵ 応募に必要な書類（以下「応募書類」という。） 

① 参加表明書（参加資格審査）及び関係書類（様式第１号から様式第４－２

号まで） 

② 会社の概要（様式第４－１号及び様式第４－２号添付資料） 

ア  会社の沿革及び組織のわかる書類ＰＲ用パンフレット 

イ  決算書等（直近決算２年分）（貸借対照表、損益計算書等） 

ウ  商業登記簿謄本（現在事項全部証明書）写しでも可。 

ただし、応募書類の提出日直前３か月以内に発行されたものに限る。 

③ 製造物責任（ＰＬ）法に基づく製造物責任、その他の製造物の欠陥による

製造業者等の損害賠償の責任に係る生産物賠償責任保険又は食品衛生協会加

入者による食品賠償共済に加入していることを証する書類。 

⑶ 無効となる応募書類 

① 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

③ 虚偽の内容が記載されているもの 

⑷ 応募書類詳細 

Ａ４判フラットファイルの表紙及び背表紙に「多可町学校給食センター調理

等業務委託参加表明書（参加資格審査）関係書類」及び「商号又は名称等」を

記載し、様式第１号を１ページとして、順次、提出必要書類を綴り提出のこと。 

原則としてＡ４判（Ａ３判を折り込んでＡ４判とすることは可。）用紙、横

書き、左綴じとし、ページ番号をつけること。 

⑸ 提出部数 

製本３部（正本１部・副本２部） 

⑹ 提出先 

〒679-1114 

兵庫県多可郡多可町中区岸上220 

多可町教育委員会教育総務課多可町学校給食センター 

電話0795-30-2101 

FAX 0795-30-2102 

⑺ 提出方法 

提出方法は、上記提出先へ直接持参、郵送又は宅配とする。 

なお、直接持参の場合は、事前に事務局まで電話連絡を入れることとし、郵

送又は宅配による提出の場合は、令和６年10月23日（木）の午後４時45分まで

に必着のこと。 

 

10 参加資格審査結果通知書の送付 

提出された応募書類に基づき、参加資格の要件等の有無等を審査し、応募業者

に参加資格審査結果通知書（様式第６号）を令和６年10月30日(水)（予定）に 

電子メール等により送付する。 
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11 提案書等関係書類に関する質問書の受付及び回答 

⑴  質問の提出方法 

質問書（提案書等関係書類）（様式第５－２号）により、多可町教育委員会

教育総務課多可町学校給食センターまで電子メールで提出のこと。（内容を簡

潔にまとめて記載すること。） 

なお、原則として、持込み又は郵送による書類、口頭、電話等による質疑は、

受け付けない。質疑受付の終了時刻に関しては、受付場所における着信主義と

し、受理しているかどうかの判断は、事務局が行うものとする。ただし、当該

質疑に関する質問者からの電話による受信確認の連絡は、受け付けるものとす

る。 

⑵   提出期限 

令和６年11月１日（月）午後４時45分までとする。 

⑶   質問に対する回答 

令和６年11月７日（木）午後４時45分頃（予定）に回答する。 

なお、質問への回答書は、募集要項等の追加又は修正とみなす。 

 

12 提案書等関係書類の提出 

参加資格審査に合格した応募業者（以下「参加資格業者」という。）は、提案

書等関係書類を次により提出すること。 

なお、提案書等関係書類について、一次審査（書類審査）を行い、失格事項等

について資格審査をするものとする。 

⑴   受付期間 

令和６年11月７日（木）から11月13日（水）まで 

受付時間は、上記期間のうち閉庁日を除く日の午前8時30分から正午まで及

び午後１時から午後４時45分までとする。受付の終了時刻に関しては、受付場

所における着信主義とし、受理しているかどうかの判断は、事務局が行うもの

とする。 

⑵ 提出する提案書等関係書類 

① 提案書等関係書類提出書（様式第８号） 

② 提案書等（様式第９号から様式第15号まで） 

※ 様式第９号から様式第15号は、５枚以内にまとめた概略提案書を作成す

ること。 

③ 見積書・見積内訳書（様式第16-1号、様式第16-2号） 

⑶ 見積書・見積内訳書 

① 要求水準書、提案書等関係書類に基づき作成すること。 

② 見積金額の内訳は年度毎とし、５年間の総額は見積上限金額（消費税及び

地方消費税相当額別の金額）の範囲内であること。 

③ 年度毎の見積内訳書（様式第16-2号）を添付すること。 

④ 見積書に押印する印鑑は、会社印及び代表者実印(法務局が証明する印鑑)

とする。 

⑷ 無効となる書類 

① 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

③ 虚偽の内容が記載されているもの 

④ 履行不可能な内容が記載されているもの 

⑤ 複数の提案又は矛盾する提案が記載されているもの 
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⑥ 見積上限金額を超える場合、又は異常に少額であるなど、本業務の適正な

履行に支障があると判断されるもの 

⑸ 提案書等関係書類詳細 

Ａ４判フラットファイルの表紙及び背表紙に「多可町学校給食センター調理

等業務委託提案書等関係書類」及び「商号又は名称等」を記載し、様式第８号

を１ページとして、順次、提出必要書類を綴り提出のこと。 

原則としてＡ４判（Ａ３判を折り込んでＡ４判とすることは可。）用紙、横

書き、左綴じとし、ページ番号をつけること。 

⑹ 提出部数 

製本18部（正本１部・副本17部） 

⑺ 提出先 

〒679-1114 

兵庫県多可郡多可町中区岸上220 

多可町教育委員会教育総務課多可町学校給食センター 

電話0795-30-2101 

FAX 0795-30-2102 

⑻ 提出方法 

提出方法は、上記提出先へ直接持参、郵送又は宅配とする。 

なお、直接持参の場合は、事前に事務局まで電話連絡を入れることとし、郵

送又は宅配による提出の場合は、令和６年11月13日（水）の午後４時45分まで

に必着のこと。 

 

13 一次審査（書類審査）結果及び二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)

参加資格の通知 

提案書等関係書類を提出した参加資格業者にプロポーザル一次審査(書類審査)

結果及び二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）参加資格通知書（様式

第17号）を令和６年11月中旬頃に電子メール等により通知する。 

なお、一次審査で優良な提案を行った参加資格業者（以下「優良参加資格業者

」という。）を対象に、別に二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）を

実施することとし、通知書に併せて多可町学校給食センター調理等業務委託プロ

ポーザルに係る二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）実施要領を送付

するものとする。 

 

14 二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

審査は、選定委員会の委員（以下「選定委員」という。）が見積書、会社概要、

提案書等の審査、プレゼンテーション及びヒアリング審査を実施し行う。 

⑴ 実施方法 

①  審査は、選定委員が多可町学校給食センター調理等業務委託に係る優先交

渉権者選定基準（以下「選定基準」という。）に基づき、審査を実施する。 

② 優良参加資格業者が１者の場合でも審査を行い、選定委員会が適切な業者

と判断した場合は、優先交渉権者とする。 

⑵ 日時   令和６年11月下旬予定 

※ 時間等詳細は別途通知 

⑶ 場所   別途通知 
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⑷  実施時間 40分程度 

※ プレゼンテーション：20分程度 

ヒアリング質疑応答：20分程度 

※ 準備・撤収は審査前後の10分間の休憩時間に行うこと。 

⑸ 準備物 

パソコン等を使用する場合は、各自で準備すること。 

ただし、プロジェクター及びスクリーンは事務局で準備する。 

⑹ 出席者 

５名までとする。 

⑺  プレゼンテーション及びヒアリング審査の順番 

提案書等関係書類の受付順とする。 

なお、辞退が出た場合は、順次繰り上げる等の方法により対処する。 

 

15 優先交渉権者の選定 

⑴  選定委員会の審査結果に基づき、多可町が総合的に判断し優先交渉権者を決

定する。 

⑵ 優先交渉権者が契約を締結しない場合は、次に得点が高い優良参加資格業者

から順に契約交渉を行い、合意に達した優良参加資格業者と契約を締結する。 

ただし、選定委員会が適切でない優良参加資格業者と判断した場合は、この

限りでない。 

 

16 失格条項 

応募業者又は応募業者の提出した応募書類及び提案書等関係書類（以下「提出

書類」という。）が次のいずれかに該当する場合は、当該の応募業者は失格とす

る。 

⑴ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

⑵ 募集要項に違反した場合 

⑶ 公正を欠いた行為があったとして選定委員会が認めた場合 

⑷ 提出書類に不備、錯誤があり、選定委員会が再提出を指示したにもかかわら

ず、期限内に提出されなかった場合 

⑸ 正当な理由なくプレゼンテーション・ヒアリングに応じなかった場合 

⑹ 告示の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合 

 

17 提出書類に関する留意事項 

⑴  募集要項等の承諾 

応募業者は、応募書類の提出をもって、募集要項等の記載内容を承諾したも

のとみなす。 

⑵  費用の負担 

提出書類の作成に関して必要な費用は、応募業者の負担とする。 

⑶  著作権 

応募業者から、募集要項等に基づき提出される提案書等関係書類の著作権は、

原則として作成者に帰属する。 

ただし、発注者は、選定結果の公表等に必要な場合には、提案書等関係類の

内容を使用できるものとする。 
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⑷ 提出書類の取扱い 

① 発注者が受理した提出書類については、理由の如何にかかわらず返却しな

い。 

② 提出書類は、必要に応じ複写（庁内及び選定委員会での使用に限る。）す

ることがある。 

③ 受注者以外の提案書等関係書類の内容は、応募業者の承諾なしには利用し

ない。 

④ 提出書類について、多可町情報公開条例の規定に基づき、その内容の全部

又は一部を公開する場合がある。 

⑸ 提出書類の変更 

発注者が受理した提出書類は、明らかな間違い、軽微な修正を除き、受理後

の内容変更を認めない。 

ただし、選定委員会から要請があったものについてはこの限りではない。 

⑹ 発注者が提示する資料の取扱い 

発注者が提示する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁止

する。また、この検討の範囲内であっても、発注者の了承を得ることなく、第

三者に対してこれを使用させ、又は内容を提示することを禁ずる。 

⑺  提出書類の追加提出 

発注者が提出書類の追加提出を求めた場合には、迅速に応じること。 

⑻  応募辞退 

応募業者が応募を辞退するときは、必ず、参加辞退届（様式第７号）を提

出すること。 

⑼  選定結果の通知及び公表 

選定結果は、全ての応募業者に通知する。また、受注者決定後、選定結果

はホームページにより公表する。 

⑽ その他 

① 業務責任者配置予定書（様式第13号)及び業務副責任者配置予定書（様式

第14号）に記載した者をやむを得ず変更しようとする場合における新たな

業務責任者等は、変更前の業務責任者等と同等又はそれ以上の経験等を有

すること。 

② 選定結果等について不服及び異議申立てをすることはできない。 

③ 業務履行の開始前に業務委託に必要な準備は、自らの費用負担により行う

こと。 

 

18 事務局 

〒679-1114 

兵庫県多可郡多可町中区岸上220番地 

多可町教育委員会教育総務課多可町学校給食センター 

電話0795-30-2101 

FAX 0795-30-2102 

e-mail:takakc@town.taka.lg.jp 
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別表１ 

多可町学校給食センター調理等業務委託業者選定基準 

評価項目 評価の視点 

１ 

危機管理 
(1)業務における危機管理 

学校給食調理業務における危害分析ができ、緊急時迅速な対応が取れるかを

評価 

(2)業務における事故防止対策 食中毒や異物混入等の事故に対する具体的防止策を評価 

２  

衛生管理 
(1)衛生管理に関する考え方 学校給食調理等業務における業者の衛生管理に関する考え方や内容を評価 

(2)衛生管理体制 
「学校給食衛生管理基準」のほか、業者が有している独自の衛生管理体制を

評価 

(3)衛生検査 
学校給食調理業務に従事する際に使用する調理設備・機械及び用具、また、

従事者の健康管理も含め、衛生検査に関する実施内容を評価 

３ 

業務実施体制 
(1)人材等を確保 

経験豊富かつ有能な調理員を多く確保するためのノウハウが構築されている

かを評価 

(2)従事者定着の方策 
従事者に給食業務への意欲を持たせ、長期雇用させるための工夫ができてい

るかを評価（地元雇用、正規雇用を含む。） 

(3)業務実施体制 安心安全な学校給食づくりのため、業務実施体制の考え方を評価 

４ 

サービス向上な

どの提案 

(1) 学校給食の質の向上 
給食のおいしさや楽しさなど、業者の専門的な技術やノウハウに基づいた事

業提案を評価 

(2)学校行事・町の食育事業の 

協力体制 

学校との連携に努め、学校行事等へ積極的に参加するなど学校運営に

協力的であるかを評価 

(3)地産地消事業の協力体制 

地産地消の推進のため、地場産野菜等の使用、伝統食や行事食など下

処理や調理時間について、業者の専門的な技術やノウハウに基づいた

事業提案を評価 

(4)経費の節減等 経費の節減など、業者の専門的な技術やノウハウに基づいた事業提案を評価 

５ 

経営状況と業務実績 
会社の経歴、経営状況及び業務実績を評価 

６ 

見積額 
適正な価格のもと、見積額が算定されているかを評価 
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